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（９）運営規程 

運 営 規 程 
 

①法人・団体の名称 
合同会社 熊本介護人材養成センター 
 

②講習の名称 
福祉用具専門相談員指定講習 
 

③講習事業の名称 
合同会社 熊本介護人材養成センター 
 福祉用具専門相談員指定講習 

④事業所の所在地 

〒869-0502 
熊本県宇城市松橋町松橋 29 

TEL0964-42-9120  FAX0964-42-9121 
ホームページ https://www.kumamoto-fukushi.net/ 
Mail info@kumamoto-fukushi.net 

⑤講習期間 
約 2 週間（全７回） 
＊研修期間中に欠席した場合は、2 か月以内に本校で実施される講習で補講を

受けることができる。 

⑥講習課程 

回数 時間 内容

オリエンテーション

 福祉用具の役割

福祉用具専門相談員の役割と職業倫理

介護保険制度等の考え方と仕組み

介護サービスにおける視点

からだとこころの理解①

からだとこころの理解②

からだとこころの理解③

リハビリテーション

高齢者の日常生活の理解

介護技術①

介護技術②

住環境と住宅改修

福祉用具の特徴①

福祉用具の特徴②

福祉用具の特徴③

福祉用具の特徴④

福祉用具の活用①

福祉用具の活用②

福祉用具の活用③

福祉用具の活用④

福祉用具の供給の仕組み①

福祉用具の供給の仕組み②

福祉用具貸与計画等の意義と活用①

福祉用具貸与計画等の意義と活用②

福祉用具貸与計画等の意義と活用③

福祉用具貸与計画等の意義と活用④

福祉用具による支援の手順と福祉用具貸与計画等の作成①

福祉用具による支援の手順と福祉用具貸与計画等の作成②

福祉用具による支援の手順と福祉用具貸与計画等の作成③

確認テスト、修了評価（筆記試験）

7日目
9：00～
17：20

5日目
9：00～
18：20

6日目
9：00～
17：20

3日目
9:00～
18：20

4日目
9：00～
18：20

1日目
9：00～
16：50

2日目
9：00～
18：20
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⑦開講の目的 

介護保険制度の円滑な運営に資するため、指定居宅サービスとしての福祉用

具貸与事業において必要な知識、技能を有する者の養成を図ることを目的とす

る。 
 

⑧講義・演習室 
（住所も記載） 

講義 

〒869-0502 
熊本県宇城市松橋町松橋 29 
合同会社 熊本介護人材養成センター  
第 1 教室もしくは第 2 教室 

演習 
(実習) 

〒869-0502 
熊本県宇城市松橋町松橋 29 
合同会社 熊本介護人材養成センター  
第 1 教室もしくは第 2 教室 
 

● 福祉用具の活用 
〒869-0534  
熊本県宇城市松橋町西下郷 236 
グループホーム郷または有料老インホームルミエール・ロゼ 
 

⑨講師の氏名、  
担当科目及び   

修了評価 

 (1)  福祉用具の役割 本田眞由美 草野博 緒方龍真

 (2)  福祉用具専門相談員の役割と職業倫理 本田眞由美 草野博 緒方龍真

 (1)  介護保険制度等の考え方と仕組み 本田眞由美 草野博 緒方龍真

 (2)  介護サービスにおける視点 本田眞由美 草野博 緒方龍真

 (1) からだとこころの理解 本田眞由美 緒方八重子 山本チズ子

 (2)リハビリテーション 本田眞由美 緒方八重子 山本チズ子

 (3)高齢者の日常生活の理解 本田眞由美 草野博 緒方龍真

 (4)介護技術 本田眞由美 草野博 緒方龍真

 (5)住環境と住宅改修 本田眞由美 草野博 緒方龍真

 (1)福祉用具の特徴 本田眞由美 草野博 緒方龍真

 (2)福祉用具の活用 本田眞由美 草野博 緒方龍真

 (1)福祉用具の供給の仕組み 本田眞由美 草野博 緒方龍真

 (2)福祉用具貸与計画等の意義と活用 本田眞由美 草野博 緒方龍真

 福祉用具による支援の手順と福祉用具貸与計画等の作成 本田眞由美 草野博 緒方龍真

■確認テスト、修了評価（筆記試験） 本田眞由美 草野博 緒方龍真

3.高齢者と介護・医療に関する基礎知識

1.福祉用具と福祉用具専門相談員の役割

2.介護保険制度等に関する基礎知識

4.個別の福祉用具に関する知識・技能

5.福祉用具に係るサービスの仕組みと利用の支援に関する知識

6.福祉用具の利用の支援に関する総合演習

 
 
 

⑩使用テキスト 
新訂 福祉用具専門相談員 研修テキスト  中央法規 
 

⑪受講資格 
資格・経験は問わない 
 

⑫広告の方法 
ホームページ：https://www.kumamoto-fukushi.net/ 
チラシ配置 
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⑬受講手続き及び 
本人確認の方法 

（応募者多数の場合 
の対応方法を含む） 

【受講手続】 
受講定員は 20 名とし、申し込みは郵送で受付け、応募者多数の場合は先着順

とする。なお開講 1 週間前までに申込者が 3 名以下の場合は開講しない場合が

ある。 
【本人確認の方法】 
初回オリエンテーションの際に、本人確認書類（運転免許証・健康保険証・パ

スポート・住民基本台帳カード（住基カード）等）にて確認する。 

⑭受講料及び受講料

支払方法 

35,000 円（テキスト代別途） 
【支払方法】開講の 1 週間前まで一括銀行振り込みとする。 
＊振込先 
 熊本銀行 松橋支店 
 普通 3087494 
 名義 合同会社 熊本介護人材養成センター 

⑮解約条件及び返金

の有無 

開講 3 日前までは全額返金 
開講 1 日前までは 80％ 
当日は返金なし 
＊ 支払手数料引き 

⑯受講者の個人情報

の取扱い 
個人情報は、講習受講の目的以外には使用しない。 
 

⑰補講の方法及び 
取扱い 

※欠席・遅刻・早退の場合は、1 年以内に当校が行う講座にて履修する必要が

ある。また次回開催される講座で履修する場合は、１回 1,000 円（消費税込）

の補講料を支払う事となる。 
ただし、以下の理由で欠席・遅刻・早退をした場合で、かつ証明する書類が

提出された場合に限り補講代を免除とする。 
【補講代免除について】 
・ 法定伝染病や学校感染症（インフルエンザ、はしか、おたふくなど）による

出席停止で、診断書の提出が可能な場合（頭痛・腹痛・風邪など通常の体調

不良は対象外） 
・ 親族（2 親等まで）による忌引きで、会葬礼状などの提出が可能な場合（友

人、知人の忌引は対象外） 
・ 試験会場に向かう途中に交通事故の被害者となった場合（自損事故、加害

者の場合は対象外） 
・ 交通機関の事故・遅延で、遅延証明書等の提出が可能な場合 
・ 台風、地震、大雨、大雪などの天災により外出が危険と校が判断した場合

（自身で判断された場合は対象外） 

⑱講習修了の認定 
方法 

認定方法：修了を認定した者には修了証明書を交付する。 
講習の修了年限：講習最終日 
修了評価方法：修了試験によって判定する 
修了評価基準に達しなかった時の取扱い修了試験で合格基準（100 点中 69 点以

下）に満たなかった場合は、当校指定日に、1,000 円（消費税込）を支払い、再

テストを実施する。 

⑲講習責任者 

氏 名 本田眞由美 

所属名 代表 

役職名 代表取締役 

⑳苦情等相談担当者 

氏 名 本田眞由美 

所属名 教育 

役職名 代表取締役 
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連絡先 
℡  0964-42-9120 
FAX 0964-42-9121 
メール：info@kumamoto-fukushi.net 

㉔修了証明書を亡失 
・き損した場合の 
取扱い 

証明書交付に係る費用：1,000 円 

㉕その他必要な事項 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


